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１ 保税業務等の手続きに係るお願い
👉 保税業務に係る資料の活用

日本関税協会門司支部のホームページに以下の資料を掲載中。

➢ 過去の保税研修資料。

➢ 税関作成の保税ニュース。（保税業務に関する参考事項等を記載。）

➢ 税関からのお知らせ及び情報提供依頼。

👉 保税地域の許可内容変更に係る手続き
以下の場合は、税関への関係書類の提出が必要。

➢ 代表者、役員、総合責任者、主要従業者（貨物管理責任者、

顧客管理責任者、委託関係責任者）が変更となる場合。

※被許可者の代表が変更 ・・・ 誓約書や委任状を税関へ提出。

➢ 内部監査の実施やＣＰ（社内管理規定）の改正等があった場合。

➢ 名称変更、所在地変更の場合。

２

吸収合併等がある場合は、
早めに御連絡ください。



１ 保税業務手続きに係るお願い

👉 汎用申請の利用促進

ＮＡＣＣＳの汎用申請により税関への書類提出が可能。

➢ 窓口に来訪いただく際の移動時間の省略。

👉 書面提出における柔軟な対応の終了

税関では、令和２年５月から新型コロナウイルス感染症対策として、

提出書類の手続きについて、メール送信後の郵送提出等の柔軟な対応を

行っておりましたが、今後は当該取扱いを終了し、従来どおりの手続きにて

申請等を行っていただくこととなります。

➢ 窓口にて提出。

➢ 汎用申請を利用して提出。

３

引き続き、税関業務への
御理解、御協力をよろしく
お願いいたします。



２ 経済活性化に向けた保税地域の活用

４

保税地域の活用に係る
御意見や御要望等を
ぜひ、お寄せください！



３ 質問、要望等
👉 研修ニーズ

日本関税協会門司支部の協力を得てオンライン形式と集合形式の組み合わせで実施。

➢ 集合形式 ・・・ ＭＯＵ連絡会で実施する研修会。

➢ オンライン形式 ・・・ 上記以外。

👉 その他税関への質問、要望等

本日の説明事項に係る質問。

➢ ＭＯＵ連絡会、保税研修に係る質問。

➢ 税関説明事項に係る質問。

その他、保税業務に係る質問、要望等。

５

御質問や御要望がありましたら、
いつでも御連絡ください。

本日はありがとうございました。

このページの内容は、オンデマンド配信
では割愛しています。


